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６
月
11
日
（
日
）
は
、

　
　
う
る
ま
市
大
清
掃
の
日

　

う
る
ま
市
で
は
、
６
月
の
第
２

日
曜
日
（
６
月
11
日
）
を
「
環
境

美
化
の
日
」
と
し
て
定
め
、
各
自

治
会
、
各
種
団
体
、
事
業
所
等
へ

一
斉
清
掃
へ
の
参
加
を
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

市
民
が
一
斉
清
掃
に
参
加
さ

れ
る
場
合
は
所
属
す
る
各
自
治

会
、
組
織
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
各
団
体
等
の
代
表
者
は

ご
み
の
出
し
方
や
ご
み
搬
入
許

可
証
等
の
手
続
き
を
環
境
課
窓

口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

環
境
課
（
環
境
整
備
係
）

☎
９
７
３

−

５
５
９
４

農
業
者
年
金
に
加
入
し
よ
う

【
対
象
者
】
60
歳
未
満
の
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
で
年
間
60

日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
方
（
農

地
を
持
た
な
い
農
業
者
や
家
族

従
事
者
も
可
）

【
保
険
料
】
月
額
２
万
円
よ
り
最

高
６
万
７
千
円
。
千
円
単
位
で
設

定
自
由
、
変
更
も
可
能
（
認
定
農

業
者
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
場
合
国
庫
補
助
あ
り
）

　

—

農
業
者
年
金
の
特
徴—

１.

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
（
通

常
の
個
人
年
金
の
場
合
は
控

除
額
の
上
限
は
５
万
円
）

２.
積
立
方
式
で
安
定
し
た
財
政

運
営
を
行
い
ま
す
。

３.
80
歳
ま
で
の
補
償
付
終
身
年

金
制
度
で
、
も
し
加
入
者
が

80
歳
以
前
に
死
亡
し
た
場
合

は
、
80
歳
ま
で
に
受
け
取
る

は
ず
で
あ
っ
た
年
金
の
現
在

価
値
相
当
額
を
死
亡
一
時
金

と
し
て
遺
族
の
方
が
受
給
で

き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
農
業
委
員
会

　

☎
９
６
５

−

５
６
０
８

Ｊ
Ａ
お
き
な
わ　

石
川
・
具
志

川
・
勝
連
・
与
那
城　

各
支
店

◎
農
業
者
年
金
を
受
け
て
い
る

方
は
、
毎
年
６
月
１
日
か
ら

６
月
30
日
ま
で
に
現
況
届
を

農
業
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
の
日

程
・
場
所
を
確
認
の
上
、
期

限
内
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

◇
本
庁
市
民
ロ
ビ
ー

　

６
月
13
日
（
火
）
〜
15
日
（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　

15
分
ま
で

◇
勝
連
庁
舎
１
階

　
専
門
業
務　
窓
口

　

６
月
19
日
（
月
）
〜
21
日
（
水
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　

15
分
ま
で

◇
与
那
城
庁
舎

　
市
民
ロ
ビ
ー

　

６
月
20
日
（
火
）
〜
22
日
（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　

15
分
ま
で

◇
石
川
庁
舎
３
階

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　

６
月
１
日
（
木
）
〜
30
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　

15
分
ま
で

【
問
合
せ
】
農
業
委
員
会

☎
９
６
５

−

５
６
０
８

農
業
者
年
金
現
況
届
の

　
お
知
ら
せ

「うるま市心豊かなふるさとづくり推進事業
（CGG）」の補助金申請は６月末日までに！

　CGG事業は、各種団体がクリーン事業、グリーン事
業を行う際に補助されます。
　補助金の対象となる経費及び補助金額は事業の規模
（対象範囲、参加人数）によって異なります。補助金申請
書はホームページもしくは観光課でお取り寄せください。
＊申請締切日は６月 30日となっています。
【申し込み先及びお問い合わせ先】CGG事務局（観光課内）
☎９６５−５６３４　内線１０４

　「うるま市心豊かなふるさとづくり推進事業（ＣＧ
Ｇ）」の補助を活用し、嘉手苅自治会が県道沿いに花園
を整備しました。
　自治会周辺の美化活動を図ろうと、昨年の１１月頃
から多くの区民が参加して交差点脇の雑草地を整備し
ました。庭石を据えて植樹や花植えを行うと、雑草で
覆われていた場所が、花に囲まれた小さな庭へと変身。
信号待ちのドライバーの目を楽しませています。

嘉手苅区が花園を整備


